






 改定（案）における軽減適用後の均等割額 ・平等割額

一般 ７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

28,500 8,550 14,250 22,800

14,250 4,275 7,125 11,400

一般 19,100 5,730 9,550 15,280

特定世帯 9,550 2,865 4,775 7,640

特定継続世帯 14,325 4,297 7,162 11,460

一般 ７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

12,300 3,690 6,150 9,840

6,150 1,845 3,075 4,920

一般 8,000 2,400 4,000 6,400

特定世帯 4,000 1,200 2,000 3,200

特定継続世帯 6,000 1,800 3,000 4,800

一般 ７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

13,000 3,900 6,500 10,400

6,300 1,890 3,150 5,040

一般 ７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

1,100 330 550 880

全額免除 全額免除 全額免除 全額免除

一般 700 210 350 560

特定世帯 350 105 175 280

特定継続世帯 525 157 262 420

○特定世帯　　　同じ世帯に属する被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険の
　　　　　　　　被保険者が１人となった世帯。該当月から最大５年間、基礎課税分と後期高齢者支援金等
　　　　　　　　課税額分の平等割額が半額に軽減となる。

○特定継続世帯　特定世帯該当が５年を経過した世帯。最大３年間、基礎課税分と後期高齢者支援金等課税
　　　　　　　　額分の平等割額が４分の３に軽減となる。

均等割額

平等割額

子ども・子育て支援納付金課税額

均等割額
（下段：18歳未満）

平等割額

基礎課税額
（医療給付費分）

均等割額
（下段：未就学児）

介護納付金課税額

平等割額

後期高齢者支援金等課税額

均等割額
（下段：未就学児）

平等割額
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